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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は「お客さまに最も信頼され、お客さまと共に成長し、変わりゆく社会から必要とされ続ける会社になること」というビジョンを掲げ、会社の持続
的成長と中長期的な企業価値向上を目指しており、これを支えるコーポレート・ガバナンス体制の構築と継続的強化が経営の健全性・透明性・効
率性を確保する上での重要課題であると捉えております。

この体制の基盤として、当社は監査役による監査機能の強化を図る一方、多様なバックグラウンドを持つ独立社外取締役が過半数となる取締役
会構成を実現し、社外役員による透明性の高い経営監督機能の強化を図り、株主をはじめとするステークホルダーのために実効性のあるコーポ
レート・ガバナンスの実践に努めています。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則４－８－２ 筆頭独立社外取締役】

社外取締役はそれぞれの分野で豊富な経験と高い専門知識を有しているため、社外取締役の間で序列や筆頭者への依存意識が高まることは、

独立的な立場からの意見の阻害要因になる可能性があると考えております。意見を統一することなく、それぞれの異なった知識と経験から持ち味
を発揮することで有益な意見が引き出されるものと考えておりますので、筆頭社外取締役は定めないことといたします。

【補充原則４－１１－２ 取締役及び監査役の兼職の状況】

他社との兼務数のみをとって取締役、監査役の役割・責務を果たすことができないとは判断せず、取締役会においてそれぞれ異なった専門的な知
識と豊富な経験に基づいた観点から経営に役立つ的確な意見を述べることを重視しております。これにより、他社との兼任状況にかかわらず社外
取締役としての役割を果たすことができないと判断した場合は、再任いたしません。

なお、社外取締役の兼任状況は株主総会招集通知、有価証券報告書で開示しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４政策保有株式】

上場会社の株式を新たに保有することあるいは既保有の株式を継続保有する場合は、企業価値向上に資する取引の強化・維持、リターンとリスク
などを踏まえた中長期的な観点から検証し、既保有の株式について効果が期待できないと判断した場合は、株式市場への影響を考慮して売却す
ることとしております。

なお、投資金額が５億円を超える他社上場株式を保有する場合は取締役会決議事項とする基準を設けておりますが、現在該当する株式は保有し
ておりません。

また、当該株式の議決権行使につきましては、発行会社の経営方針や事業の状況及び議案の内容を総合的に検討し、発行会社の中長期的な企
業価値の向上に繋がるかどうか等の視点に立ち都度判断することとしております。

【原則１－７ 関連当事者間の取引】

当社は、会社や株主共同の利益を害することのないよう、当社と取締役との間の取引を行う場合には、取締役会規程に基づき事前に取締役会の
決議を経るものとし、取引完了後には結果を詳細に取締役会へ報告しております。取締役会では当該取引について独立役員による取引の合理性
や適正性を検証しております。

株主の利益に反する行為を行うことを防止するため、代表取締役及び業務執行取締役は、取締役会規程に基づき３か月に１回以上会社の業務
執行の状況またはその他必要な情報を、取締役会において報告または説明しております。

【原則２－３ 社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題】

当社は、企業理念において「持続可能な世界社会の発展に貢献する」ことを使命としており、自動認識ソリューションを提供する本業と、サステナビ
リティは不可分と考えております。当社では、CSR・ESG・SDGsなどの取り組みを包括して「サステナビリティ」と定義し、本業による社会貢献で、サ
ステナビリティを推進することを目指しております。この活動を推進していくため、2018年にサステナビリティ基本方針を定め、2019年10月より「サス
テナビリティ推進委員会」を設置、全社的観点から経営の重要課題であるマテリアリティを整理して課題解決に取り組んでおり、環境のみならず人
的資本に関する取り組みも重要なテーマとして取り上げております。なお、推進に際しては、社外有識者とサステナビリティ経営全般について議論
し、適宜助言を得ており、定期的に取締役会で進捗を確認しております。

【原則２－４ 女性の活躍を含む多様性の確保】

当社は、2021年4月より取締役会の諮問委員会として、社外取締役を委員長とする指名諮問委員会を設置し、中核人材の登用等における多様性
の確保を最優先課題として議論を進めております。2021年６月18日開催の第71回定時株主総会で承認された新任者を含め、社外取締役及び社
外監査役においては女性が3名、執行役員においては女性かつ外国人が1名在籍しておりますが、今後は更なる多様性の確保に向けて検討を進
めてまいります。

また、多様性を確保する本来の意味は多様な人財がその能力を発揮し、価値創造につながる活動をリードすることが企業の活力や競争力を向上
させるという点にありますが、これは当社の社是である「あくなき創造」と考え方を同じくするものであり、これを支える当社ならではの「三行提
報＊」というユニークな仕組みを活かし、現場が改善・改革をリードする日々の活動を定着させるべく取り組んでまいります。

　　＊全社員が毎日、会社をよくするための提案や工夫を三行にまとめ、社長宛に提出する仕組み。1976年より取り組んでいる。

【原則２－６企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社は確定拠出企業年金制度を採用しているため、企業年金の積立金はなく、当社の財務状況への影響はありません。



　　　

【原則３－１ 情報開示の充実】

　（ⅰ）経営理念や目標とする経営指標、中期経営計画については、当社ホームページや統合報告書にて公表しております。

　　　（経営理念）https://www.sato.co.jp/about/company/philosophy/

　　　（経営目標、中期経営計画）https://www.sato.co.jp/about/ir/policy/plan.html

　（ⅱ）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、当社ホームページ、有価証券報告書や統合報告書にて公表しております。

　　　https://www.sato.co.jp/about/company/governance/governance.html

　（ⅴ）取締役、監査役の個別の選任理由は招集通知参考書類に記載しております。

【補充原則４－１－１ 経営陣に対する委任の範囲】

取締役会は、経営に関する重要な事項の意思決定及び各取締役・経営陣の業務執行状況の監督を行うため、法令、定款で定められた事項の
他、経営戦略や経営計画に関する重要な事項を取締役会規程付議事項として明確に定め、その他業務執行に関する権限は経営会議規程付議
事項及び職務権限規程により、経営会議及び執行役員に委ねております。

2021年度より、取締役会は経営上の重要事項審議及び監督機能により注力するため、執行部への更なる決裁権限の委譲を進めており、経営会
議、執行役員会を含めた役割と責任を明確にすることで事業に係る意思決定と実行スピードを上げるとともに、リスク管理体制を強化しておりま
す。

【補充原則４－３－４ 全社的リスク管理体制の整備及び内部監査部門の活用】

2021年度より経営会議直下に案件検討委員会を設置、事業投融資、株式・固定資産の取得や処分、業務提携や重要な契約の締結、事業の譲渡
や譲受等、会社がビジネスを推進する上でとらなければならないリスクの検証・分析を行い、執行部の最高意思決定機関である経営会議審議の
質的向上を図っております。これに伴い、従来、取締役会直轄の諮問機関としてリスクの検証・分析を行ってきたビジネスリスク委員会を廃止して
おります。

また、従前よりグループの事業運営上の一般リスクの未然防止、会社損失の最小化及びリスク発生時の危機対策の立案・実施を目的として、経
営会議直下にリスクマネジメント委員会を設置・運営しており、国内外グループ会社を含む全社的リスク管理体制の整備・改善を図っております。

内部監査部門は、監査役会と緊密に連携し適時に報告するとともに、社内取締役へも内部監査結果を報告しております。社内取締役または常勤
監査役が必要と判断する場合、取締役会に内部監査部門責任者を同席させ、内部監査結果の報告・審議を行うことができる体制となっています。

【原則４－８ 独立社外取締役の有効な活用】

会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上には、客観的な視点から経営の監督が重要であることを認識し、1999年から社外取締役を置
き、さらに2002年より複数体制とし、2004年には女性社外取締役が就任、その後その重要性が増す中で2015年からは社外取締役が半数以上を
占めるに至り、2021年６月18日開催の第71回定時株主総会での承認により社外取締役は再び過半数となりました。なお、社外取締役について
は、全員を独立社外取締役として東京証券取引所に届け出ております。

社外取締役は、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、それぞれ異なった専門的な知識と豊富な経験をもった
人財を選任しており、2021年4月からは社外取締役を取締役会議長に選任し、社外取締役主導による監督機能の強化を進めております。

【原則４－９ 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

社外取締役の選任にあたっては、候補者が当社の企業理念に共感、賛同していただくとともに、取締役会における意思決定の判断の適法性や合
理性を支えるに足る知見や経験を持ち、独立性、中立性の立場から株主共同の利益に資する助言、提言、意見を述べることができる人財である
ことを前提に、証券取引所が定める独立性のガイドラインに照らし合わせ選任しております。

【原則４－10 任意の仕組みの活用】

当社は取締役、執行役員及び高度専門職の選任・解任及び報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任強化を目的に、取締役会の
諮問委員会として、2021年4月より独立社外取締役が委員長となり、且つ委員の過半数を占める指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置して
おります。

指名諮問委員会では、個別候補者の選任・解任案の策定に留まらず、選任方針や基準・手続きの決定、サクセッションプランの検証・検討を含む
取締役会の構成・運営全般に係わる検討を行い、取締役会に対して助言・提言を行います。また、当社にとってのダイバーシティの在り方について
も重要なテーマとして検討してまいります。

報酬諮問委員会では、取締役等のパフォーマンス評価及び報酬案の策定に留まらず、報酬基本方針や基準・手続きの決定、報酬に関する開示
内容の検討を含む取締役等の報酬全般に係わる検討を行い、取締役会に対して助言・提言を行います。また、役員だけでなく、当社従業員のあ
るべき報酬体系についても検討してまいります。

【補充原則４－１１－１ 取締役会の多様性及び規模に関する考え方】

異なる視点から生み出される考え方や意見、価値観の違いを経営に活かすため、取締役会はプロフェッショナルで多様なバックグラウンドを持つ
取締役で構成することとしており、選任・解任に関する基準とプロセスを明確に定めています。また、活発な議論を行うために総数は12名以内とし
ており、各取締役の知識・経験・能力等のスキルについては、スキルマトリックスとして開示しております。

詳細は、２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）の取締役候補者の選任と
解任に記載しました。

【補充原則４－１１－３ 取締役会全体の実効性分析・評価】

当社は、取締役会の実効性の確保、機能向上を目的に、2020年度における取締役会の実効性に関する分析・評価を実施いたしました。取締役会
メンバー（取締役及び監査役）に対し、取締役会の構成、運営、役割・責務、支える体制及び株主との関係等に関するアンケート評価を実施し、そ
の集計・分析結果について、取締役会にて議論いたしました。その結果、当社の取締役会は、社外取締役の意見、質問を含め、建設的な議論が
行われ、経営上重要な事項の決議と業務執行の監督を適切に行うための実効性が確保されており、より向上しているものと評価いたしました。今
後も更に高い実効性を確保し、確認された課題等について引き続き改革、改善を推進してまいります。

詳細は、２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）の取締役会の実効性に関
する評価に記載しました。

【補充原則４－１４－２ 取締役・監査役のトレーニング】

取締役、執行役員は求められる役割、責務を果たすために、社外のセミナーや会議に出席し、リーダーシップの向上と経営を培うためのスキルの
習得に努めております。また、監査役につきましては日本監査役協会や会計監査人主催の講演会等に出席し、他社の監査役との意見交換を通
じ、監査役としての役割、責務を再確認し、必要な能力の開発に努めております。

【原則５－１ 株主との建設的な対話に関する方針】



会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主との建設的な対話を重視しております。株主総会では、株主に対する説明
責任を果たすため、株主からの質問に対し、丁寧な説明に努めております。

ＩＲ活動では、機関投資家向けに年４回の決算説明会、個別説明会を適宜実施しています。機関投資家との個別ミーティングにおいては、ＣＥＯ、

ＣＦＯ及びＩＲ部門が積極的に対応し、投資家からの意見や要望を経営に反映させるよう努めております。

この他、自社ホームページを通じて、IRのディスクロージャーポリシー、決算概要やニュースリリースなどのＩＲ情報や更新情報を積極的に開示し、
投資家からの質問に対応しております。

なお、何れの場合も、未公表の重要事実については投資家保護や証券市場の公正性、健全性に対する信頼を確保するという観点から、

社内規程において明確な基準として情報サイレント期間を設定するなど、インサイダー情報の取り扱いに細心の注意を払い対話を実施するよう努
めております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 20%以上30%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

公益財団法人佐藤陽国際奨学財団 3,786,200 11.21

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 2,876,800 8.52

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,184,900 6.47

サトー社員持株会 1,353,692 4.01

THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 1,185,700 3.51

GOVERNMENT OF NORWAY 1,061,250 3.14

THE BANK OF NEW YORK 133612 967,400 2.86

佐藤静江 897,470 2.66

横井美恵子 894,345 2.65

株式会社アリーナ 854,460 2.53

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

１.2020年11月６日付で公衆の縦覧に供された大量保有報告書において、野村アセットマネジメント株式会社（他１名の共同保有者）が2020年10月
30日現在で以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2021年３月31日現在における実質所有株式数の確認ができ
ませんので、上記大株主の状況に含めておりません

　

氏名又は名称　　　　　　野村アセットマネジメント株式会社（他１名）

住所　　　　　　　　　　　　東京都江東区豊洲二丁目２番1号

保有株券等の数　　　　 17,652百株

株券保有割合　　　　　　5.06％

２.2020年12月7日付で公衆の縦覧に供された大量保有報告書において、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（他１名の共同保有者）が
2020年11月30日現在で以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2021年３月31日現在における実質所有株式数の
確認ができませんので、上記大株主の状況に含めておりません。

氏名又は名称　　　　　　三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（他１名）

住所　　　　　　　　　　　　東京都港区芝公園一丁目1番1号

保有株券等の数　　　　 21,711百株

株券保有割合　　　　　　6.22％

３．2020年12月21日付で公衆の縦覧に供された大量保有報告書において、ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー（他１名の共同保有者）が2020
年12月15日現在で以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2021年３月31日現在における実質所有株式数の確認
ができませんので、上記大株主の状況に含めておりません。

氏名又は名称　　　　　　ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー（他１名）

住所　　　　　　　　　　　　Calton Square, 1 Greenside Row, Edinburgh, EH1 3AN, Scotland

保有株券等の数　　　　 25,414百株　　　　　　

株券保有割合　　　　　　7.28％

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月



業種 機械

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 50社以上100社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 12 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社外取締役

取締役の人数 9 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 5 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

5 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

田中 優子 学者

伊藤 良二 他の会社の出身者

山田 秀雄 弁護士

藤重 貞慶 他の会社の出身者

野々垣　好子 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由



田中 優子 ○

法政大学名誉教授

法政大学江戸東京研究センター特任教授

東京都男女平等参画審議会会長

公益財団法人サントリー芸術財団理事

[社外取締役の選任理由]

大学名誉教授及びダイバーシティにおける豊
富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映し
ていただくため。

[独立役員の指定理由]

指定した社外取締役は、上場管理等に関する

ガイドラインに示されている要件には該当せ
ず、経営陣から著しいコントロールを受けるま
たは経営陣に著しいコントロールを及ぼしうるこ
とがありません。コーポレート・ガバナンスの実
効性及び独立性の確保の観点からも、一般株
主と利益相反が生じるおそれがないだけでは
なく、代表取締役を中心とした業務執行者から
独立した立場での監督機能として、株主等から
期待されている役割を十分に果たすことが可能
な者であると判断いたしました。

伊藤 良二 ○

（株）プラネットプラン代表取締役

Ｈ．Ｕ．グループホールディングス　㈱社外
取締役

慶応義塾大学SFC研究所上席所員

[社外取締役の選任理由]

会社経営者及び大学院教授経験者としての豊
富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映し
ていただくため。

[独立役員の指定理由]

指定した社外取締役は、上場管理等に関する

ガイドラインに示されている要件には該当せ
ず、経営陣から著しいコントロールを受けるま
たは経営陣に著しいコントロールを及ぼしうるこ
とがありません。コーポレート・ガバナンスの実
効性及び独立性の確保の観点からも、一般株
主と利益相反が生じるおそれがないだけでは
なく、代表取締役を中心とした業務執行者から
独立した立場での監督機能として、株主等から
期待されている 役割を十分に果たすことが可

能な者であると判断いたしました。

山田 秀雄 ○

弁護士

山田・尾崎法律事務所所長

公益財団法人橘秋子記念財団理事長

太陽化学工業㈱社外監査役

ヒューリック㈱社外取締役

㈱ミクニ社外取締役

[社外取締役の選任理由]

弁護士としての専門的な知識及び豊富な経験

と幅広い見識を当社の経営に反映していただく
ため。

[独立役員の指定理由]

指定した社外取締役は、上場管理等に関する

ガイドラインに示されている要件には該当せ
ず、経営陣から著しいコントロールを受けるま
たは経営陣に著しいコントロールを及ぼしうるこ
とがありません。コーポレート・ガバナンスの実
効性及び独立性 の確保の観点からも、一般株

主と利益相反が生じるおそれがないだけでは
なく、代表取締役 を中心とした業務執行者から

独立した立場での監督機能として、株主等から
期待されている役割を十分に果たすことが可能
な者であると判断いたしました。

藤重 貞慶 ○

ライオン㈱特別顧問

公益財団法人日本卓球協会会長

公益社団法人ACジャパン理事長

公益社団法人日本マーケティング協会会
長

昭和西川㈱社外取締役

日東紡績㈱社外取締役

[社外取締役の選任理由]

会社経営経験者としての豊富な経験と幅広い
見識を当社の経営に反映していただくため。

[独立役員の指定理由]

指定した社外取締役は、上場管理等に関する

ガイドラインに示されている要件には該当せ
ず、経営陣から著しいコントロールを受けるま
たは経営陣に著しいコントロールを及ぼしうるこ
とがありません。コーポレート・ガバナンスの実
効性及び独立性 の確保の観点からも、一般株

主と利益相反が生じるおそれがないだけでは
なく、代表取締役 を中心とした業務執行者から

独立した立場での監督機能として、株主等から
期待されている役割を十分に果たすことが可能
な者であると判断いたしました。



野々垣　好子 ○

㈱ニフコ社外取締役

㈱ジーエス・ユアサコーポレーション社外
取締役

[社外取締役の選任理由]

事業会社で培った豊富な経験と幅広い見識を
当社の経営に反映していただくため。

[独立役員の指定理由]

指定した社外取締役は、上場管理等に関する

ガイドラインに示されている要件には該当せ
ず、経営陣から著しいコントロールを受けるま
たは経営陣に著しいコントロールを及ぼしうるこ
とがありません。コーポレート・ガバナンスの実
効性及び独立性 の確保の観点からも、一般株

主と利益相反が生じるおそれがないだけでは
なく、代表取締役を中心とした業務執行者から
独立した立場での監督機能として、株主等から
期待されている役割を十分に果たすことが可能
な者であると判断いたしました。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名諮問委員会 5 0 2 3 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

報酬諮問委員会 5 0 2 3 0 0
社外取
締役

補足説明

2021年６月18日現在の各委員会の構成員は以下のとおりであります。

【指名諮問委員会】

委員長：田中優子（社外取締役）

委 員：伊藤良二（社外取締役）、藤重貞慶（社外取締役）、小瀧龍太郎（代表取締役社長）、鳴海達夫（非業務執行社内取締役）　　　　　

【報酬諮問委員会】

委員長：藤重貞慶（社外取締役）

委 員：伊藤良二（社外取締役）、野々垣好子（社外取締役）、阿部陽一（代表取締役）、鳴海達夫（非業務執行社内取締役）

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は、監査役会が決定した監査方針及び監査計画に基づき、取締役会、経営会議をはじめとする重要な会議に出席しています。

監査役会は、会計監査人から監査計画の概要及び監査方針の説明を受け、四半期毎に監査報告またはレビューの実施報告を受け意見交換を
行うほか、必要に応じて会計監査人の往査に立ち合い、緊密に連携を図ります。

常勤監査役は監査室から監査計画の説明を受け、内部監査結果および財務報告に係る内部統制の評価結果を定期的に受けるとともに、必要に
応じて監査に立ち会い緊密な連携を図ります。また、常勤監査役はこれら内部監査結果の報告・評価結果を社外監査役と共有します。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名



会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

八尾　紀子 弁護士

久保　直生 公認会計士 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

八尾　紀子 ○

弁 護 士

ＴＭＩ総合法律事務所パートナー

㈱海外交通・都市開発事業支援機構

社外監査役

㈱明光ネットワークジャパン社外取締役

㈱朝日ネット社外取締役

[社外監査役の選任理由]

国際経験豊富な弁護士としての専門的な知識
及び高い見識を当社の経営に反映していただ
くため。

[独立役員の指定理由]

指定した社外監査役は、上場管理等に関する

ガイドラインに示されている要件には該当せ
ず、経営陣から著しいコントロールを受けるま
たは経営陣に著しいコントロールを及ぼしうるこ
とがありません。コーポレート・ガバナンスの実
効性及び独立性の確保の観点からも、一般株
主と利益相反が生じるおそれがないだけでは
なく、代表取締役を中心とした業務執行者から
独立した立場での監督機能として、株主等から
期待されている役割を十分に果たすことが可能
な者であると判断いたしました。

久保　直生 ○

公認会計士・税理士

久保公認会計士事務所所長

日本公認会計士協会東京会幹事

㈱ビューティーシェアリングテクノロジーズ
社外取締役

日本土地家屋調査士会連合会監事

※久保氏は、有限責任 あずさ監査法人を

2019年に退所されております。

[社外監査役の選任理由]

公認会計士・税理士としての専門的な知識・経
験等を当社の経営に反映していただくため。

[独立役員の指定理由]

指定した社外監査役は、上場管理等に関する
ガイドラインに示されている要件には該当せ
ず、経営陣から著しいコントロールを受けるま
たは経営陣に著しいコントロールを及ぼしうる

ことがありません。コーポレート・ガバナンスの
実効性及び独立性の確保の観点からも、一般
株主と利益相反が生じるおそれがないだけで
はなく、代表取締役を中心とした業務執行者か
ら独立した立場での監督機能として、株主等か
ら期待されている役割を十分に果たすことが可
能な者であると判断いたしました。

【独立役員関係】

独立役員の人数 7 名

その他独立役員に関する事項

・社外取締役５名、社外監査役２名は全員が独立役員であり、うち社外取締役は２名、社外監査役は1名が女性であります。

・必要に応じ、上記独立役員と社内非業務執行取締役及び監査役による意見交換会を実施し、業務執行から独立した観点で経営者によるコント



ロールを受けることなく経営課題について有益な議論、情報の共有を行い、議論の内容によって必要と判断した場合には取締役会で審議、報告、
提言を行い課題の解決に取り組んでおります。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

社内取締役及び執行役員の報酬について、業績及び株主価値との連動性を明確にすることを目的として、2013年６月21日開催の第63回定時株
主総会においてご承認いただき、株式報酬型ストック・オプション制度を導入しておりましたが、2016年６月21日開催の第66回定時株主総会におい
てご承認いただきました「業績連動型株式報酬制度」の導入により廃止し、新規のストック・オプションの付与は行わないこととなりました。代わって
導入いたしました「業績連動型株式報酬制度」の概要は以下の通りです。

・業績連動型株式報酬制度

2016年６月２１日開催の第66回定時株主総会において、当社の取締役（執行役員を兼務する当社の取締役に限る。社外取締役及び国内非居住
者（以下「非居住者」という。）は除く。以下同じ。）及び執行役員（非居住者を除く。以下同じ。）（以下、取締役と執行役員を併せて「取締役等」とい
う。）を対象に、「業績目標の達成度」等に応じて当社株式及びその換価処分金相当額の金銭（以下「当社株式等」という。）の交付及び給付（以下
「交付等」という。）を行う業績連動型の株式報酬制度（以下「本制度」という。）を導入いたしましたが、本制度が対象としておりました5事業年度が
終了したため、2022年3月末日で終了する事業年度以降についても本制度を継続するにあたり、2021年６月18日開催の第71回定時株主総会で制
度の一部改定についてご承認をいただきました。

本制度における報酬等の額・内容等

①　対象となる当社株式等の交付等の対象者

・当社の取締役（非居住者を除く。）

・当社の執行役員（非居住者を除く。）

・当社の高度専門職（非居住者を除く。）

②　対象となる当社株式が発行済株式の総数に与える影響

当社が拠出する金員の上限

・３事業年度を対象として、合計500百万円（うち、社外取締役分として、合計25百万円）

本信託から取締役等に交付等がなされる当社株式等の数の上限及び当社株式の取得方法

・信託期間中に取締役等に付与されるポイント（株式数）の総数の上限は１年あたり60,000ポイント（株）であり、３年間で合計180,000ポイント（株）
（うち、社外取締役分へ付与されるポイント（株式数）の総数の上限は１年あたり3,000ポイント（株）、３年間で合計9,000ポイント（株））

・発行済株式の総数（2021年３月31日現在）に対する割合は約0.5％

　※１年あたりのポイント（株）数の発行済株式総数に対する割合は約0.1％

・本延長においては本信託内の残余株式を活用するため、株式の追加取得は行わない

③　業績達成条件の内容

・業績連動ポイントは、対象期間の各事業年度における業績目標（連結営業利益等）の達成度に応じて0～200％の範囲で変動

　※執行役員を兼務しない取締役（社外取締役を含む。）は業績連動ポイントの付与対象外

④　取締役等に対する当社株式等の交付等の時期

・信託期間終了後（３事業年度毎）

・取締役等が信託期間中に取締役等のいずれの地位も喪失した時

・取締役等が信託期間中に非居住者となった場合は、その時

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、親会社の執行役

該当項目に関する補足説明

当社の株式報酬型ストック・オプション制度は、2016年6月21日開催の第66回定時株主総会決議により廃止され、その後、新規の新株予約権の付
与は行われておりません。しかしながら本制度に基づく新株予約権の行使期間は割当日の翌日から30年以内とされており、現在も5名の権利保
有者がおります。なお、新株予約権者は、当社の取締役、執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株
予約権を一括して行使できるものとしています。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

2020年度の取締役の報酬総額は198百万円です。（業績連動金銭報酬と業績連動株式報酬を含む）



報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

① 役員報酬の個人別の報酬等の内容にかかわる決定方針に関する事項

　役員の報酬制度はコーポレート・ガバナンス上、極めて重要であることから、当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
を2019年3月の取締役会で決議の上定めており、その内容は以下のとおりです。

1） 取締役会として、経営の重要な意思決定と経営陣の監督を行うことのできる人財を確保・維持できる「報酬水準」とする。

2） 持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資するものであり、株主を始めとするステークホルダーと価値観を共有できる「報酬制度」とする。

3） 取締役会が合理的で公正且つ透明性のある「報酬決定プロセス」を構築し、これを遵守する。

　

また、当社の取締役にかかる役員報酬は、固定金銭報酬である「基本報酬」と「業績連動金銭報酬」及び「業績連動株式報酬」により構成してお
り、その支給割合の決定の方針として、報酬総額の水準とのバランスを考慮し役位が上の者ほど業績連動報酬の割合を高めることとしています。
なお、非業務執行取締役及び監査役は固定報酬のみとしています。

以下のプロセスにより、個人別の報酬の内容の決定にあたっては、公正且つ透明性の高い審議の実現に向け適切なプロセスを設定し、決定方針
との整合性を含めた多角的な検討を行い、これを遵守する事で決定方針に沿うものと判断しております。

　　　　　　　＜執行役員の報酬決定プロセス＞

役位別基準額・業績連動支給額及び支給係数の改訂　　　　　 　　取締役会　　　　　　　　　　　　　　　

＝原則として特段の状況変化がない限り、この水準、係数は変更しない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年３月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓

当該年度評価（会社業績及び個人評価）案策定　　　　　　　　 　　代表取締役及び社内取締役　　　

＝会社業績及び社長指示各人ミッション達成状況について代表取締役の評価案を基に、社内取締役が協議し、多面的に評価を行う。　　毎年５月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓

会社業績及び個人評価に応じた業績連動報酬の支給決定　　 　　取締役会　　　　　　　　　　　　　

＝評価内容を確認するとともに決定プロセス等に瑕疵がないか確認の上、個人別支給額を決定する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　毎年５月

なお、2021年4月に設置した報酬諮問委員会で、上記プロセスを含め報酬全般に亘る検証を行っております。

監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を担保する視点から固定報酬のみで構成され、各監査役の報酬額は監査役の協議によって決定
しております。

② 取締役および監査役の報酬等についての株主総会決議に関する事項

当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1997年６月27日であり、決議の内容は年額400百万円以内（但し、使用人分給与は含ま
ない）と決議しております。当該決議に係った定時株主総会終結時点の取締役の員数は13名であります。

また、2016年６月21日の定時株主総会において新たな業績連動型株式報酬としてBIP信託制度を導入した際、当該報酬については先に決定した
年額400百万円の報酬限度額とは別枠とすることが決議されており、当該決議に係った定時株主総会終結時点の取締役の員数は12名でありま
す。なお、本業績連動型株式報酬制度が対象としておりました５事業年度が終了したため、2022年3月末日で終了する事業年度以降についても本
制度を継続するにあたり、2021年６月18日開催の第71回定時株主総会で制度の一部改定についてご承認をいただきました。当該決議に係った定
時株主総会終結時点の取締役の員数は８名であります。

監査役の金銭報酬の額は、2019年６月21日開催の第69回定時株主総会において、年額70百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終
結時点の監査役の員数は４名です。

③ 業績連動報酬等に関する事項

業績連動報酬に係る指標は、業績連動金銭報酬が全社連結営業利益達成率と個人課題達成評価、業績連動株式報酬が全社連結営業利益およ
び連結ROIC達成率であります。当該指標を選択した理由は、金銭報酬については事業活動に直結した営業利益とし、株式報酬については資本
生産性に関する指標である連結ROIC達成率を加えた結果であり、これらの全社業績結果のみならず、中長期的な会社成長に資する各人の取り
組み評価を含め反映すべきとの考えに基づくものであります。これらの指標に基づき毎年６月にポイントを付与、その累計ポイント相当分の報酬等
を対象期間（３事業年度）終了後に支給いたします。

④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

　　　

　　　　　　　　　　　　　報酬等の総額（百万円）　　　固定報酬　　　業績連動金銭報酬　　　業績連動株式報酬　　　　対象となる役員の人数（人）

取締役　　　　　　　　　　　　　155　　　　　　　　　　　　　133　　　　　　　　　　 9　　　　　　　　　　　　　　12　　　　　　　　　　　　　　　　　　4

（社外取締役を除く）　　　　　　　　

監査役　　　　　　　　　　　　　　40　　　　　　　　　　　　　40　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　 　2

（社外監査役を除く）

社外取締役　　　　　　　　　　　43　　　　　　　　　　　　　43　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　　6

社外監査役　　　　　　　　　　　15　　　　　　　　　　　　　15　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

（注）１．当事業年度に適用される監査役の報酬限度額は、2019年６月21日開催の第69回定時株主総会において年額70百万円以内と決議

　　　　　いただきました。

　　　２．上記役員の員数及び支給額には、2020年６月に退任した取締役の員数及び報酬も含まれています。

　なお、2020年度実績に基づく役位別の業績連動報酬比率は以下の通りであります。

　　　　　　役位　　　　　　　　　　固定報酬　　　業績連動金銭報酬　　　業績連動株式報酬　　　業績連動報酬小計　　　　　　　評価配分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会社業績　　　個人業績



　　代表取締役社長　　　　　　　　75.9%　　　　　　　　　 9.9%　　　　　　　　　　　　14.2%　　　　　　　　　　　24.1%　　　　　　　　　100%　　　　　　　0%

　代表取締役上席執行役員　　　88.5%　　　　　　　　　 5.0%　　　　　　　　　　　　 6.5%　　　　　　　　　　　11.5%　　　　　　　　　　50%　　　　　　50%

　　 取締役上席執行役員　　　　 88.0%　　　　　　　　　 5.2%　　　　　　　　　　　　 6.8%　　　　　　　　　　　12.0%　　　　　　　　　 50%　　　　　　　50%

非業務執行取締役（社内）　　　　100%　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　-

　　　監査役（社内）　　　　　 　　　100%　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　-

　社外取締役・監査役　　　　　 　100%　　　　　　　　 　　-　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　-

⑤役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が１億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

・社外取締役及び社外監査役を補佐する担当部門や専任担当者は置いておりません。

・取締役会事務局、関係各部門より、取締役会開催前に資料等を送付し、議案によっては個別に議案内容の事前説明を行っております。

・会議の議事録、稟議書等の決裁書類の他重要文書をいつでも共有することができる体制を整えております。

・常勤監査役は重要な会議に出席し、監査役会等で社外監査役に報告をしております。

・リリース情報、統合報告書ならびに社内報などの資料を提供しております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

西田　浩一 顧問 業界団体との対外活動等 常勤・報酬有 2012/6/22

１年間

（2020/６/21 就

任）

土橋　郁夫 顧問
社長の要請に応じた特定業務へ
の助言等

常勤・報酬有 2011/6/24

１年間

（2020/６/21 就

任）

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 2 名

その他の事項

―――

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

（１）取締役会の体制・運営

当社は、監査役制度を採用し、併せて執行役員制度を導入することにより「経営の意思決定及び監督機能」と「業務の執行機能」とを分離させ、意
思決定の迅速化を図っております。

経営監督機能を担う取締役会の員数は、定款において12名以内と定めており、本報告書提出時点において取締役９名のうち執行役員を兼務する
取締役は３名、社内非業務執行取締役１名、社外取締役５名と社外取締役が過半数を占めており、独立的な立場から経営を適切に監督できる体
制にあります。

取締役会は原則毎月開催し、2021年３月期は13回開催いたしました。また、取締役会審議の充実を図るため、2018年度より取締役会開始前に取
締役会付議予定の重要議題や業界別の営業施策等の説明、或いは非業務執行役員協議等を行う場として、取締役会懇談会を開催し、議題に関
する様々な議論を行うとともに経営状況や業務執行の理解を深めることを目指しています。

取締役会議長は、従来の持ち回りを改め2020年１月より、社内非業務執行取締役を選任し、社内事情を把握している議長が、適時・適切な議題
の選定や社外役員と執行部との連携促進に主導的な役割を担い、経営上の重要な意思決定と執行部の監督という取締役会の機能の充実と責務
遂行を図ってまいりました。2021年４月より社外取締役から議長を選任する形に変更し、ガバナンス強化の観点から経営に対する監督機能の更な
る強化に努めています。

2021年度に予定される東証のコーポレートガバナンス・コード改訂を見据え、取締役会の機能を経営上の重要事項審議および監督機能に重点化
するため、執行部への決裁権限の委譲を進めるとともに、執行部体制を、社内非業務執行取締役を議長とする経営会議での意思決定と、具体的
な業務執行を司る執行役員会に分け、事業推進の迅速化とリスク管理体制を強化しました。

以上のガバナンス体制の改正に伴い、従来、取締役会直轄の諮問機関としてリスクの検証・分析を行ってきたビジネスリスク委員会を廃止し、新
たに経営会議直下に案件検討委員会を設置、事業投融資、株式・固定資産の取得や処分、業務提携や重要な契約の締結、事業の譲渡や譲受
等、会社がビジネスを推進する上で取らなければならないリスクの検証・分析を行い、執行部の最高意思決定機関である経営会議審議の質的向
上を図ります。

（２）取締役会の実効性に関する評価

当社では、持続的な企業価値向上に向け、コーポレート・ガバナンスが有効に機能しているかを検証し、適切な施策を講じるために、取締役会の
実効性に関する分析・評価を行うこととしております。2020年度の取締役会実効性評価の方法及び結果の概要は以下の通りです。

Ⅰ 評価方法

2021年３月の取締役会で、取締役会事務局より2020年度取締役会実効性評価アンケート（以下アンケート）の趣旨と内容を説明の後、取締役８名
及び監査役４名に対して、アンケートを配布して全員から回答を得ました。

また、４月に開催の取締役会懇談会（取締役及び監査役出席）において、アンケートの回答（無記名集計）をもとに取締役会の実効性評価に関す
る意見交換を行いました。その後５月開催の取締役会において審議し、2020年度の取締役会の実効性評価を確定いたしました。



Ⅱ アンケートの項目

アンケートは、実効性の向上の進捗が把握できるよう、前年の項目を軸として、コーポレート・ガバナンス・コード（以下CGC）に基づく以下の6項目
12問の形式で行いました。

　・評価項目(カッコ内は関連するCGC番号)

a.取締役会の構成(CGC4-6,7,8,11)

b.取締役会の役割・責務(CGC4-1,2,3)

c.取締役会の運営(CGC4-12)

d.取締役会を支える体制(CGC4-8,10,13)

e.株主との関係(CGC5-1,2)

f.その他、実効性全般に関すること（自由記入）

Ⅲ 評価結果の概要及び課題と今後の取り組み

当社取締役会の実効性に関しては、改善への取り組み成果において概ね適切であるとの評価を得ており、2020年度の取締役会の実効性は適切
に確保されていると判断いたしました。一方、実効性評価において課題提示がありました事項については、早急な対応を通じ実効性の向上に努め
てまいります。

a.取締役会の構成

2020年度において社外取締役が半数を占める取締役会は、経営陣に対する実効性の高い監督機能を発揮しているとの評価を得ています。2021
年6月18日開催の第71回定時株主総会で新任者（女性社外取締役）が承認されましたので、社外取締役が再び過半数となりました。また、取締役
会の多様性確保については、2021年4月に改めて設置した指名諮問委員会の最優先課題としており、ジェンダーやスキルマトリックス等の観点か
ら、鋭意取り組んでまいります。

b.取締役会の役割・責務

取締役会議長及び取締役会事務局の取組みにより、議題内容や上程時期等については改善が図られているとの回答が得られました。2021年4
月より指名諮問委員会・報酬諮問委員会を設置し、選任・解任、ダイバーシティ、報酬決定の在り方等、重要な内容を精査していくとともに、経営会
議決裁及び代表取締役の決裁権限を拡大、取締役会付議事項をより骨太テーマにするよう見直した事により、上程議題・審議の更なる充実を目
指してまいります。

役員間での情報共有・意見交換の重要性に鑑み、引き続き、社外役員間、及び執行役員との双方向による意見交換・情報共有を行う機会を設け
てまいります。

c.取締役会の運営

資料の配布時期、資料の質・量ともに改善されているという評価とともに、専門的知見・経験から、活発な意見交換がなされていたとの評価を得て
います。一方で、十分な議論ができるよう、計画的な上程が必要であり、議題によりメリハリのある議事運営が必要であるという指摘がありました。
更なる改善を進め、取締役会での審議充実を図ってまいります。

d.取締役会を支える体制

不明点や追加情報の提供の機会は適切に確保されており、取締役会懇談会等における情報共有により取締役会における議論が活発に行われ
ているとの回答を得ています。指名及び報酬諮問委員会による専門的な検討や内部監査部門からの直接報告等、必要な情報が適切に上程され
るようにいたします。

e.株主との関係

従来から株主との対話には代表取締役を中心に注力してまいりました。また、半期毎にIR室から取締役会へ株主の声のフィードバックを実施して
おり、引き続き、より具体的な株主の声が取締役会に報告されるようにいたします。

当社取締役会は、今回評価の内容と指摘された課題を踏まえ、実効性をさらに高めてコーポレート・ガバナンスの強化と持続的な企業価値向上を
目指してまいります。

（３）取締役候補者等の選任と解任

当社は選任方針として、取締役会として適切な意思決定及び経営の監督を行うために、社内外から豊富な経験と専門性、優れた人格識見を有
し、取締役会がその機能を発揮するため積極的に貢献できる者を、透明性のあるプロセスの中で候補者として選任しています。

2021年4月より取締役会の諮問委員会として指名諮問委員会を設置しました。同委員会は独立社外取締役が委員長となり、且つ過半数となる構
成としており、個別候補者の選任・解任案の策定に留まらず、選任方針や基準・手続きの決定、サクセッションプランの検証・検討、多様性の確保
等、取締役会の構成・運営全般に係わる検討を行い、取締役会に対して助言・提言を行います。

取締役の選任・解任は以下の基準に基づき判断しています。

a.社内取締役候補者

執行役員の内、以下の各要素を保有すると認定される者

・中長期視点での戦略的判断力（本質を見抜く力、論理的思考力、先見性、決断力）

・組織を纏め、変革を促し、完遂させるリーダーシップ（協働、変革、育成をリードし成果に繋げる力）

・自社及び社会への高い倫理性と受託者精神（人格・識見、企業理念への共感、私心のなさ）

・ベースとなる主体性と問題意識（市場、事業、自社資源、自らの資質向上）

・社業に関する十分な経験・知識と横溢な気力・体力（実績、健康）

なお、代表取締役等の候補者については、上記各要素における優れた資質に加え、卓越した実績・成果が求められます。

ｂ.社外取締役候補者

経営、学識、法務、財務等、異なる専門分野を持つ多様性に留意しつつ、以下の各要素を保有すると認定される者

・事案の本質を見抜き、経営に対して課題を厳しく指摘できる者

・当社取締役会等への出席を優先できる者

c.選任・選定手続き

上記基準に基づき、取締役会の諮問に応じて、指名諮問委員会が協議して候補者案を作成、取締役会に対して助言・提言を行います。取締役会
は、指名諮問委員会の候補者案を基に審議を行い、取締役候補の選任、または代表取締役及び業務執行取締役の選定を行います。

ｄ.解任・解職手続き

代表取締役等の役割遂行状況が、客観的な情報を含め上記選定基準に照らし著しく乖離すると判断される場合、取締役会の諮問に応じて、指名
諮問委員会が協議して解職案を作成、取締役会に対して助言・提言を行います。取締役会は、指名諮問委員会の解職案に基づき合議の上、その
役を解くことができることとしています。また、取締役が上記の選任基準の事項を充足しないと認められる場合、取締役会は次期株主総会に候補
者として上程しないと定めています。

2021年６月18日開催の第71回定時株主総会にて承認されました取締役・監査役を対象とする個々のスキル要素につきましては、Ⅴ.その他「取締
役・監査役のスキルマトリックス」をご参照ください。



(４) 監査の状況

①監査役監査の状況

当社は監査役会設置会社であり、監査役４名(うち社外監査役２名)で監査役会を構成しております。

監査役は、取締役会に出席し経営意思決定プロセスや内部統制環境の整備・運用状況等を適法性、妥当性の観点から監査し、必要に応じて意
見表明を行っております。

常勤監査役は、経営会議をはじめとする社内の重要会議に出席し、各種意思決定のプロセスや決議内容について監査し必要に応じて意見表明
を行っています。また、内部統制システムの整備・運用状況、財務報告体制、各種報告資料の検証・調査のほか、会計監査人の独立性や品質の
確認等、多岐にわたる活動を行っております。

当事業年度において当社は監査役会を年15回開催しており、個々の監査役の出席状況については次の通りです。

　　　氏　　　名　　　　　開催回数　 /　　　出席回数

　　横井　信宏　　　　　　　15　　　　 /　　　　　15

　　永倉　淳一　　　　　　　15　　　　 /　　　　　15

　　山口　隆央　　　　　　　15　　　　 /　　　　　15

　　八尾　紀子　　　　　　　15　　　　 /　　　　　15

監査役会における主な審議事項として、スタートアップ期にある海外子会社の業務運営体制、M&A子会社に対する企業戦略の浸透等、ガバナン
ス面において本社機構が適切に関与できているか注視しております。このような場合、監査役会は海外統括部門及び財務経理部門から定量的、
定性的情報を入手・分析し、課題への対処が適切に行われているかを監査し改善事項があれば経営にフィードバックするとともに執行部へ改善を
要請しております。

また、常勤監査役の活動として、監査対象の事案に対しては、現場に立脚した正しい情報に基づき監査活動を展開すると共に、社外監査役と情
報共有しそれぞれ専門的な知見と客観的視点からの意見のもとで協議する等、監査役会を有効に機能させ、また、会計監査人、監査室と連携し
て企業の健全で持続的な発展に貢献できるよう活動を行っております。

②内部監査の状況

当社における内部監査は、独立した立場で客観的に評価を行うアシュアランス業務とアドバイザリー活動を実施しております。期初に立てた監査
計画に基づき、ガバナンス、リスクマネジメントおよびコントロールの各プロセスに関連する経営諸活動の遂行状況を評価、改善するため、国内外
の事業所を対象に業務監査を実施しております。その結果は監査報告書として社長宛に提出され、指摘事項は当該部門の責任者に対し改善指
示されます。指摘を受けた部門責任者は改善報告書により改善状況をフィードバックします。これら内部監査結果は同時に監査役にも報告されま
す。

2020年度は国内外における新型コロナウィルス感染拡大に伴い、監査活動にも制約が加わるなか、リモート監査に軸足を移すと共に、監査ソフト
を試行的に運用するなど、監査品質の維持向上に努めております。

③会計監査の状況

会計監査につきましては、「会社法」及び「金融商品取引法」の規定に基づき、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。当社と
同監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。

　a.監査法人の名称

　PwCあらた有限責任監査法人

　b.継続監査期間

　７年間

　c.業務を執行した公認会計士

　　　業務を執行した公認会計士の氏名　　　　　　　　　　所属する監査法人名　　　　　　　　　　　　継続監査年数

指定有限責任社員　業務執行社員　善塲秀明　　　　　　PwCあらた有限責任監査法人　　　　　　　　　　２年　

指定有限責任社員　業務執行社員　千葉達哉　　　　　　PwCあらた有限責任監査法人　　　　　　　　　　４年

d.監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士７名、会計士試験合格者５名、その他９名であります。

e.監査法人の選定方針と理由

当社は、当社の「会計監査人の評価基準及び選定基準」に従って、グローバルでの監査体制、独立性、専門性、監査品質、監査報酬等を総合的
に検討し会計監査が適正に行われることを確保する体制を備えているかを判断しております。

f.監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の監査役及び監査役会は、当社の「会計監査人の評価基準及び選定基準」に従い、毎期末に常勤監査役2名が「会計監査人評価に係る監
査調書」を作成し、１年間の監査活動について評価を行い、監査役会において評価結果を協議、審議しています。

　会計監査人の評価基準として、７項目(①監査法人の品質管理、②監査チーム、③監査報酬等、④監査役とのコミュニケーション、⑤経営者等と
の関係、⑥グループ監査、⑦不正リスク)を評価し総合的に相当性を判断しています。

当期において監査役会が上記評価項目に照らし会計監査人を評価した結果、同監査法人は、PwCのグローバルネットワークの強みを活かした監
査を実施いただき、その監査結果については適正なものであると評価いたします。

しかし乍ら、近年の監査工数の増加を踏まえた監査報酬の増額改訂があったことを契機として、当社グループの会計監査人について複数の監査
法人を候補対象として検討を実施してまいりました。その結果、新たな視点での監査が期待できることに加え、グローバルでの監査体制、独立性、
専門性及び監査品質等を総合的に勘案し、会計監査が適正に行われることを確保する体制を備えているものと判断したため、新たに、有限責任

あずさ監査法人が適任であるとの結論に至ったものであります。

（５）監査報酬の内容等

　a.監査公認会計士等に対する報酬

　　区分　　　　　　　　　　　　　　前連結会計年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当連結会計年度



　　　　　　　　　　監査証明業務に　　　　　　　　非監査業務に　　　　　　　　　　監査証明業務に　　　　　　　　非監査業務に

　　　　　　　　　　基づく報酬（百万円）　　　　　基づく報酬（百万円）　　　　　　基づく報酬（百万円）　　　　　　基づく報酬（百万円）

提出会社　　　　　　　　　 75　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　92　　　　　　　　　　　　　　　　　-

連結子会社　　　　　　　　14　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17　　　　　　　　　　　　　　　　　-

　　　計　　　　　　　　　 　 89　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　 　　109　　　　　　　　　　　　　　　　　-

　b.監査公認会計士等と同一のネットワーク（プライスウォーターハウスクーパース）に属する組織に対する報酬（a.を除く）

区分　　　　　　　　　　　　　　前連結会計年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当連結会計年度

　　　　　　　　　　監査証明業務に　　　　　　　　非監査業務に　　　　　　　　　　監査証明業務に　　　　　　　　非監査業務に

　　　　　　　　　　基づく報酬（百万円）　　　　　基づく報酬（百万円）　　　　　　基づく報酬（百万円）　　　　　　基づく報酬（百万円）

提出会社　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　　　　-

連結子会社　　　　　　　57　　　　　　　　　　　　　　　　 7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　51　　　　　　　　　　　　　　　　　 6

　　　計　　　　　　　　　　57　　　　　　　　　　　　　　　　 7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　51　　　　　　　　　　　　　　　　　 6

　c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

　（前連結会計年度）

　　該当なし

　（当連結会計年度）

　　該当なし

　d.監査方針の決定方針

　当社の規模、特性、監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得たうえで決定しております。

　e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

　当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間および監査報酬

　の推移ならびに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積もりの妥当性を検証した結果、会計監査人の報酬等について適切

　であると判断し、会社法第399条第１項の同意を行っています。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するため、企業理念と経営方針を定め、その徹底を図ることを通じて、公正で透明性
の高い経営に取り組んでおります。

独立社外取締役が過半数を占める取締役会では、各取締役の異なる専門的知識と豊富な経験に基づき、経営課題について活発な議論と情報の
共有が行われております。2021年４月より社外取締役から取締役会議長を選任する形に変更し、社外取締役主導によるスーパーバイザリーボー
ド機能の更なる強化に努めております。

これらの活動のベースとして、当社独自の「三行提報」があります。社員が毎日三行（100～150文字）の短文で直接経営トップに会社を良くする提
案や意見を伝えられる仕組みであり、1976年に開始されました。日々「三行提報」を書くことにより、社員全員が経営に参画する意識を持つと共
に、様々な現場の社員の意見が経営に届くことにより、ガバナンスにも寄与しております。

当社は、取締役会、監査役会に加え、「三行提報」という独特のボトムアップの仕組みをガバナンスの大切な柱の一つとして維持強化することで、
今後も実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制の構築・強化につとめてまいります。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 法定期日前に発送しております。今後はさらに早期発送につとめてまいります。

集中日を回避した株主総会の設定
2000年６月開催の株主総会より集中日を外しております。2021年は６月18日に

開催しております。

電磁的方法による議決権の行使
2014年６月開催の株主総会よりインターネットによる議決権行使を採用し、

電磁的方法（パソコン、スマートフォンなどの携帯電話）による議決権の行使を

受け付けております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

2014年６月の株主総会より株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使

プラットフォームを利用し、機関投資家の十分な検討時間確保に努めております。

招集通知（要約）の英文での提供
自社ならびに東京証券取引所のホームページ上で招集通知（要約）の英文での提供を
行っております。

その他

株主総会招集通知の発送前に自社ならびに東京証券取引所のホームページ上に

招集通知（和文）ならびに招集通知要約（英文）を掲載しております。

当社は、2010年６月より、議決権行使結果を臨時報告書での開示ならびに

ホームペー ジ上に掲載しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
基本方針に加え、情報開示の基準・手段、沈黙期間について定めており、ホー

ムページ上に掲載しております。

個人投資家向けに定期的説明会を開催
株主総会では、株主に対する説明責任を果たすため、株主からの質問に対
し、丁寧な説明につとめております。

また、個人投資家向け説明会を2017年度より年数回開催しております。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

年４回の決算説明会と適宜のテーマ別個別説明会を実施しております。

その他、延べ年間約２５０社とのＩＲ面談を実施し、会社の持続的な成長と

中長期的な企業価値の向上につとめております。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催

2012年度よりＣＥＯが中心となって定期的に欧州の機関投資家を個別に訪問
し、企業活動概況や中期経営計画の内容や進捗について説明を行っておりま
す。

2013年度より同様に米州の海外機関投資家も訪問し、個別ミーティングを実施
しております。

2016年度よりIR部門がアジアの機関投資家を訪問し、個別ミーティングを実施

しております。

この他にも、来日する海外投資家とも随時個別ミーティングを実施しておりま
す。

2020年度は往来による直接面談は実施しておりませんが、オンラインにて海外
投資家との面談を継続しております。

あり

IR資料のホームページ掲載

経営理念や目標とする経営指標、中期経営計画や法定及び任意の開示資料

(株主総会招集通知（和文・英文要約）、有価証券報告書、四半期報告書、

決算短信（和文・英文）、統合報告書（和文・英文）、リリース情報（和文・英
文）、決算説明資料（和文・英文）)などを掲載しております。

この他にも、ホームページを通じ、希望者に対して決算概要やニュースリリース
などのＩＲ情報や更新情報のメールサービスの実施や個人投資家からのＩＲ関
係の質問に積極的に対応しております。



IRに関する部署（担当者）の設置
専任部署としてIR室を設置しております。 詳細につきましては、開示いたしまし

た【原則５－１】に掲載しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

「サトーグループ企業理念」において、当社は、優れた製品・サービスでお客さまの新たな
価値を創造し、より豊かで持続可能な世界社会の発展に貢献することを使命とする旨を
ミッションとして定めております。また当社は、事業活動で得られた成果を、株主、社員、社
会、会社の四者で等しく分かち合う「四者還元」の考え方に基づいて、各ステークホルダー
との関係を強化し、企業価値を向上させることを目指しています。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

・当社は、企業理念において「持続可能な世界社会の発展に貢献する」ことを使命としてお
り、自動認識ソリューションを提供する本業と、サステナビリティは不可分と考えておりま
す。当社では、ＣＳＲ・ＥＳＧ・ＳＤＧｓ等の取り組みを包括して「サステナビリティ」と定義し、
本業による社会貢献で、サステナビリティを推進することを目指しております。取り組み状
況につきましては、当社ホームページに掲載しております。

（サステナビリティの取り組み）https://www.sato.co.jp/about/sustainability/

・当社では、サステナビリティ推進委員会を中心に、環境マネジメントシステムISO14001の
導入にとどまらず、環境配慮型商品の開発や環境保全活動に積極的に取り組んでおりま
す。

・2012年12月にはシール業界においては日本で初めて、商品のライフサイクル全体で 排

出されるCO2を見える化する「カーボンフットプリント宣言認定」を取得しております。

・2014年に公益財団法人東京都農林水産振興財団が運営する花粉の少ない森づくり運動
「企業の森」に参加。

その後、東京都青梅市やあきる野市に植林し、毎年保全活動を進めており、2016年10月と
2020年5月に東京都産業労働局農林水産部より「とうきょう森づくり貢献認証制度：森林整
備サポート認定」を受けております。

・2020年のコロナ禍においては、感染予防のための従業員体調管理や非接触のための画
像によるセルフメンテナンス支援の仕組み、小中学校に対する注意喚起シールの無償提
供など、より安心な社会生活の実現に資する活動を継続しています。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

詳細につきましては、開示いたしました【原則３－１】に掲載しております。

その他

・当社は『お客さまに最も信頼され、お客さまと共に成長し、変わりゆく社会から必要とされ
続ける会社になること』というビジョンの下、グローバル化と顧客価値の最大化を目指した
経営戦略の一つとして、ダイバーシティの推進に取り組んでおります。これは社是である
『あくなき創造』に繋がる取り組みであり、個の違い、能力を尊重し合い、グローバルに戦え
る革新的なアイディアを創出し、世界中の多様な価値観、お客様のニーズにお応えするた
めに進化を続けてまいります。

・女性の活躍推進にも注力しており、社員が出産・育児などの状況にあっても、ワークライ
フバランスを保ちながら安心して仕事を続け、活躍できるよう、制度の充実と職場づくりに
努めております。2021年６月18日開催の第71回定時株主総会での承認により社外取締役
５名のうち女性２名、社外監査役２名のうち女性１名、そして執行役員10名(取締役兼務者
含む）のうち女性が１名（外国籍）となっています。また、「輝く女性の活躍を加速する男性
リーダーの会」に参画すると共に行動宣言に賛同し、女性の活躍でダイバーシティをさらに
推進してまいります。

・2015年７月より、社員の健康管理を経営戦略と位置付け「健康経営」への取り組みを本格
的に開始し、社員の健康増進に努めております。2017年には健康経営銘柄、2017年から
2020年まで連続で健康経営優良法人に認定されています。

・1976年に開始した当社独自のシステムである「三行提報」は全社員が毎日３行（100～150
文字)の短文で直接経営トップに会社をよくする提案や意見を伝えられる仕組みであり、全
員参画経営を支える重要な仕組みです。

当社はこの仕組みを活用すると共に、磨き上げることで、ステークホルダーの期待に応え
てまいります。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社グループの「内部統制システムの基本方針」は次のとおりです。

当社は、世界各国の様々な市場、業界、企業の現場における多種多様な顧客課題に対応することを通じ、顧客価値向上に資することを目指して
おります。企業の社会的責任を果たし、持続可能な成長を実現するためには、現場の主体的活動と組織運営の両面を支える適切な内部統制シス
テムの構築と確実な運用が重要な要素であると考えています。

また、運用についても取締役会において定期的な検証及び必要な改善措置を講じることにより、内部統制が実効的に機能することを目指してまい
ります。

１　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1) コーポレート・ガバナンス

取締役会は独立社外取締役による透明性の高い監視・監督機能の強化に引き続き取り組むとともに、社外取締役の議長が監査役と連携し、

スーパーバイザリーボード機能の充実を図ることを通じ、株主をはじめとするステークホルダーのために実効性のあるコーポレート・ガバナンスの
実践に努める。

監査役は、独立した立場より監査を実施することで取締役の職務執行を監査する。

ガバナンス推進部は当社各部門の職務が法令及び定款等に適合することを確保するため、社内規程の整備を支援し運用管理を実施する。

(2) コンプライアンス

当社の取締役及び使用人は、Mission（使命）、Vision（ビジョン）、Credo（信条）で構成される「サトーグループ企業理念」に則り行動する。

企業理念の下、「三行提報」という独自のナレッジマネジメントシステムを活用し、情報の共有化と報告の文化に基づいた全従業員参加型の透明
な経営体制を維持・強化する。

当社は、関係諸法令の改正等の把握及びその遵守の徹底を図るため、コンプライアンス体制の整備を促進すると共に、コンプライアンス違反が生
じる恐れがある場合に全従業員が通報することができる窓口を整備する。

監査室は、当社各部門の監査を実施する権限を持ち、定款、社内規程への適合の観点から監査を実施する。

２　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程や稟議規程に基づき、重要な会議の議事録や決裁書類を適切に保存管理することと
し、情報資産の機密性及び管理要件に応じた区分や管理方法を情報資産管理規程に定め、全社的な情報資産管理体制を構築、適正且つ厳格
な情報資産管理に係る体制を整備する。

また、会社情報の正確且つ適時な開示を重視し、開示における社内体制を構築する。

３　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

事業を推進する上で取らなければならないリスクについては、業務執行体制の最高意思決定機関である経営会議直下の案件検討委員会に

おいて分析・評価・モニタリングを行い、経営会議及び取締役会がその意見を基に審議を行い、経営として迅速且つ適切な意思決定を行う。

その他、会社を運営する上で発生の回避または軽減を必要とする一般リスクについては、リスクマネジメント委員会を定期的に開催しグループ全
体のリスクを管理する。当委員会ではリスクの洗い出し、リスクヘッジのための予防策、リスク発生時の対応策を決定し、また、重大なリスクが発生
あるいは発生の恐れが生じた場合には、必要に応じて、当委員会の下に危機対策本部を設置し、当対策本部が中心となり対応策を協議する。

４　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、当社の取締役及び執行役員の役割分担、各部門の業務分掌、指揮命令系統、職務権限及び意思決定のルールを明確に定める。取締
役会で決議すべき重要事項及び報告すべき事項は取締役会規程に定め、それに準ずるグループ会社の経営全般に関する重要事項は、議長で
ある社内非業務執行取締役、ＣＥＯ、上席執行役員並びにＣxＯの役職に就く執行役員にて構成される経営会議にて審議・決定される。取締役会
及び経営会議にて決定された方針に基づき、執行役員会が具体的な業務執行を司り、また特定課題の審議・決定を行うため各種委員会を経営会
議直下に設置する。

当社は、長期基本戦略の下に策定したグループ中期経営計画を周知徹底し、これを個別具体的な戦略に落とし込み、その取り組み状況を含めた
進捗を定期的に確認する。当社の経営陣及び主要なグループ会社の責任者は、計画の実施状況について情報を共有し、連携をはかる。

５　当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

当社は、グループ各社の責任者と会社運営に関する協定書の締結を行い、決算、財務状況その他経営上の重要事項について定期的に当社への
報告を義務付ける。また、グループ各社において発生する重要な決裁事項は、関係会社管理規程、その他内部規程に基づき当社で意思決定を
行う。

(2) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社の事業推進上のリスクを審議する案件検討委員会、及び事業運営上の一般リスクの未然防止と会社損失の最小化を目的とするリスクマネジ
メント委員会は、当社のみならずグループ会社におけるリスクをその検討・管理対象とする。

(3) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社グループの企業集団としての業務の適正性を確保するため、当社では関係会社管理規程を整備し、同規程の下、グループ会社毎に主管部
門を定め、主管部門が連結会社経営に関する社内規程に従い、各社の経営管理及び経営指導にあたると共に、各社には原則として、当社より取
締役または監査役を派遣し業務の適正を確保する。

本社管理部門は、グループレベルでの第２線連携体制を構築し、各社業務執行部門に対する実効性のある支援と牽制の強化に取り組む。

(4) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

Mission（使命）、Vision（ビジョン）、Credo（信条）で構成される「サトーグループ企業理念」は、海外子会社を含む当社グループ全体で共有されてお
り、当社グループとして「三行提報」システムの活用による全従業員参加型の透明な経営体制の維持・強化を図る。

海外子会社を含む当社グループ全体で、コンプライアンス違反が生じる恐れがある場合に全従業員が通報することができる窓口を当社に整備す
る。

ガバナンス推進部はグループ会社の職務が法令及び定款等に適合することを確保するため、社内規程の整備を支援し運用管理を実施する。

監査室は、グループ会社の監査を実施する権限を持ち、定款、社内規程への適合の観点から監査を実施する。



６　財務報告の信頼性を確保するための体制

　当社グループの金融商品取引法における財務報告の信頼性を確保するため、代表取締役指示の下、内部統制の整備を行う。ガバナンス推進
部は当社及びグループ会社の内部統制の整備を指導・支援し、監査室は整備及び運用の評価を継続的に行う。

７　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合の当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する
事項

当社は、監査役が必要とした場合、協議の上、監査役の職務を補助する使用人を置くものとする。当該使用人の異動、評価等は、監査役会の意
見を尊重した上で行うものとし、当該使用人の取締役及び執行役員からの独立性を確保するものとする。また、当該使用人は、監査役の職務を補
助するに際しては、監査役の指揮命令に従うものとする。

８　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制及びその他の監査役への報告に関する体制

当社及びグループ会社の取締役及び使用人は、監査役から業務執行に関し報告を求められたときは、速やかに報告する。当社及びグループ

会社の取締役及び使用人は、会社に著しい損害または重大な影響を及ぼすおそれのある事実を発見した場合は、直ちにこれを当社監査役に

報告する。

当社グループの内部通報制度の担当部門は、当社監査役に対して定期的に内部通報窓口に対する相談状況の報告を行う。

監査室による監査権限は当社及びグループ各社全てに及び、内部監査規程に基づきその結果を適宜監査役に報告する。

監査役への報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこととする。また、監査役は報告された情報を適切に管
理する。

９　その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、取締役会の他、当社及びグループ会社の重要な会議に出席し取締役及び使用人からの業務執行に関する報告や重要事項の審議を

聴取できると共に、会議の議事録及び重要な決裁書類を閲覧、調査できる体制を確保する。なお、監査役は当社及びグループ会社を監査するに
あたって自由な権限を有する。

当社取締役と監査役は定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備状況、監査上の重要課題等について意見交換を
行う。

監査役の職務の執行により生ずる費用等の支払いに支障なきよう、予算を設け、監査役から請求があった場合は速やかに処理する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社グループは、反社会的勢力に対して屈することなく法律に則して対応する。社会的正義を実践するために社内規程等を定め、毅然とした態度
で反社会的勢力との関係を遮断する。反社会的勢力に対する対応を統括する部門を設け、関係行政機関や外部専門機関等からの情報収集に努
める。社内に向けて対応方法等の周知をはかり、社内関係部門、関係行政機関及び外部専門機関等と緊密に連携して、速やかに対処できる体
制を整備する。

内部統制システムの運用状況の概要

当社グループ内部統制システムの2020年度運用状況は、以下の通りです。当社グループでは、運用状況のモニタリングを通じた不断の見直しに
より、内部統制システムの継続的な改善を図り、より適正かつ効率的な体制の構築に努めております。

（１） リスク管理

取締役会の諮問機関であるビジネスリスク委員会は、2020年度に25回開催し、取締役会付議事項に該当する重要な投融資案件、特定事業やグ
ループ会社の事業戦略、経営計画・管理、本社との連携等に関する経営課題の審議を行いました。また、第2線のガバナンス体制の在り方や子会
社の事業継続判断基準についても審議を行い、取締役会へ意見を答申いたしました。

グループの事業運営上の一般リスクの未然防止と会社損失の最小化及びリスク発生時の危機対策の立案・実施を目的とするリスクマネジメント
委員会は、2020年度に12回開催し、主として情報セキュリティ、製品安全、天災リスク、各種法令等遵守等に関する予防措置または再発防止策の
審議・決定を行いました。また、2020年1月にリスクマネジメント委員会の下に設置した新型肺炎危機対策本部は、2020年度を通じて活動を継続
し、各種の感染予防及び感染拡大防止施策を立案・実行いたしました。

（２）コンプライアンス

世界中のグループ社員が当社のCredo（信条）を学び、一人一人の行動に表せるよう企業理念推進活動を継続しています。また、当社は1976年以
来「三行提報」の仕組みにより、日々の仕事や職場における気付きやお客様・お取引先様の声をいち早く経営に活かす全員参画経営を実践して
おり、この取組みがコンプライアンス遵守を推進する企業文化づくりにも役立っております。なお、2020年度は国内・海外含めて48万件を超える提
案・報告が提出されています。

また、当社及びグループ会社の社員からの法令違反行為等に関する相談または通報を社内の事務局に設けているほか、執行ラインから独立した
通報窓口を外部の弁護士事務所に設け、経営幹部の関与が疑われる場合は監査役会に通知される制度により、不正の発見と法令遵守の徹底を
図っています。

コンプライアンス事案が発生した場合、懲戒・ハラスメント委員会より社員向けに事案概要を開示することにより再発防止のための注意喚起を行っ
ています。

（３）グループ会社経営管理

当社からグループ会社への派遣取締役／監査役、主管部門及びガバナンス推進部を通じて、経営管理基盤の整備・運営に関する管理・監督を行
い、年度事業報告や月次営業活動報告等の定期報告を受けております。

また重要事項に関しては、職務権限表に基づく事前協議を求め、グループ会社の重要な業務執行に関して適切に管理しております。

さらに2020年度には三線ディフェンスの考え方に基づき、グループレベルでの第２線連携体制の構築に取り組み、海外子会社第２線責任者と本社
管理部門によるグローバル会議を開催、業務執行部門に対する実効性のある支援と牽制の強化に取り組んでいます。

また2020年度には海外子会社へのガバナンス強化に向けた現状調査、子会社側との協議を行い、グループガバナンス上必要不可欠な各種規程
を策定、主要な海外子会社への導入を完了し2021年４月より発効しています。

（４）情報の保存及び管理

リスクマネジメント委員会の下部委員会である情報資産管理委員会が中心となり、情報資産の適切な管理の徹底に努めております。その一環とし
て、2019年度より全社的な個人情報棚卸及びリスク分析を開始、各部署における管理の見直しを促しております。

また、情報セキュリティ事故に関しては、遅滞なく発生原因分析、再発防止策の立案及び社内展開を実施しております。

2020年度にはサトーグループ情報セキュリティ方針を策定し、グローバルに情報資産の管理統制を行うほか、情報システムの開発、保守における
セキュリティ対策やアカウント／アクセス管理の徹底を図っています。



（５）監査役監査の実効性確保

監査役への報告は適時に行われております。監査役と取締役との面談機会や監査役による経営会議等へのオブザーバー出席機会も確保されて
おり、適時適切に意見交換が行われております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

現在のところ、当社は買収防衛策を実施する予定はありません。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

※下記体制図の役割等の詳細につきましては、弊社ホームページ「コーポレート・ガバナンス
（https://www.sato.co.jp/about/company/governance/governance.html ）」をご参照下さい。



「適時開示体制図」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※会社情報の適時開示に係る社内体制の概要 

 

当社の情報開示に対する基本姿勢として、株主・投資家・地域社会等をはじめとするステークホルダーの皆さまとの建設的な対話を実現し、

中長期的な企業価値の最大化と最も信頼される企業となることを目指しており、一貫性、継続性、スピード、公平性、透明性を重視した情報開示を

行います。法令及び証券取引所の適時開示規則を遵守し、ステークホルダーの皆さまが当社を適正にご理解いただく材料となる情報の公正かつ 

適時・適切な開示を心掛けております。 

 

① 決定事実に関する情報 

当社及びグループ会社より、決定事実に関する情報が情報収集担当部門である当社総務部及びガバナンス推進部に集約され、その情報の中で適時 

開示規則等に基づき、開示すべき情報の有無を確認しております。その後、最高情報セキュリティ責任者であるＣＦＯを経て代表取締役社長または

経営会議に報告し、必要に応じて取締役会の決議を経た後、直ちに開示いたします。 

 

② 発生事実に関する情報 

当社及びグループ会社において発生した事象については当社社内規程に基づき、担当執行役員もしくはグループ代表者から報告を受け、最高情報 

セキュリティ責任者であるＣＦＯを経て代表取締役社長または経営会議に報告し、適時開示規則等に基づき開示すべき情報に該当する場合は直ち

に開示いたします。 

 

③決算に関する情報 

各連結対象会社で決算情報を作成し、当社財務経理部において最終の決算情報として取りまとめ、取締役会で承認を受けた後、直ちに開示いたし

ます。 

 

 

最高情報セキュリティ責任者 



「取締役・監査役のスキルマトリックス」 

 

取締役会が備えるべきスキルと、各取締役・監査役のスキル対応関係について、下記3つの観点から取り纏めました。 

 

＜適切に経営・事業をリードするための知見・経験＞ 

企業経営・組織運営 上場企業（子会社含む）の経営・役員としての経験、もしくは公的かつ独立した組織の運営責任者としての経験 

業界知見（営業・技術） 本業である自動認識業界に関する実務経験 

国際ビジネス  海外駐在を含むグローバルビジネス経験 

 

＜適正な経営基盤を確立・維持するための知見・経験＞ 

財務・会計  実務経験及び専門性 

法務・リスクマネジメント 実務経験及び専門性 

人事・労務  実務経験及び専門性 

 

＜持続性を担保するための俯瞰的観点＞ 

ガバナンス・サステナビリティ 健全性・透明性、持続的成長を実現するためのガバナンス知見 

多様性・異業種経験    ジェンダー・国籍、異業種役職経験等の多様性 

 

個々の取締役・監査役のスキルについては、バランス良く適切に配置しており、その一覧は下表のとおりとなります。 

 
上記の一覧表は各氏の経験等を踏まえて、より専門性が発揮できる領域を記載しており、有する全ての知見を表すものではありません。 

    


